
政府はこれまで、「武力行使
を伴う国連軍（多国籍軍）への
自衛隊の参加は、憲法上許され
ない」としていました。しかし
今度は、「多国籍軍に参加はす
るが、指揮下に入らない」と、
国際的にも通用しない詭弁をも
ちだし、ゴリ押ししようとして
います。
こんな乱暴な憲法破りを見過
ごすわけにはいきません。戦争
する国への暴走を食い止める
ため、今こそ「憲法９条を守れ」の
声を広げる
ときです。

多国籍軍と
は

いっても、ア
メ

リカを中心と
す

る連合軍が
名

前を変えた
だ

け。最近も
住

宅地への無差
別攻撃で女性

や子

どもを殺害し
ています。そ

の軍

隊への参加は
、米軍の残虐

行為

の共犯者にな
ることです。

イラクでは激
しい戦闘が続

い

ています。自
衛隊が「殺し

、殺

される」前に
、自衛隊の撤

退を

実現させまし
ょう。そして

、ア

メリカの無法
な占領を早く

終わ

らせ、イラク
人が主人公の

国づ

くりを支援し
ましょう。

日
本
国
憲
法

第
９
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た

る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍

そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。


